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〇指定協会は、業務規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、県知事の承認を受けなければならない。 

 

〇業務規程の変更に係る内容は、第７条第３項第２号及び第３号の要件に適合していなければならない。 

 

＜第７条第３項第２号＞ 

申請者の業務規程に県の区域内で生産される肉用子牛のすべてが申請者と生産者補給金交付契約を締結することができると認められ 

ること。 

 

＜第７条第３項第３号＞ 

申請者の業務規程において、第１０条の確認に関する事項、生産者積立金の積立及びこれに要する負担金の納付に関する事項、生産者 

積立金から交付する生産者補給金の金額の算定及びその交付方法に関する事項その他農林水産省令で定める事項が農林水産省令で定 

める基準に従い定められていること。 

受付

機関 
畜産課 処理

機関 
畜産課 交付

機関

畜産課 標準処理期間 ３０  日 目次

№ 
 

 標準経由期間      日 
 


